
広川町庁舎建設委員会設置条例第3条　15名以内で構成

条例根拠 氏名 所属

野田 成幸 町議会

光益 良洋 町議会

丸山 修二 町議会

古閑 孝博 区長会

古賀 秀之 区長会

大藪 誠也 区長会

髙鍋 伸彦 民生委員・児童委員協議会

松本 一義 身体障害者福祉協会

山﨑 里枝子 教育委員会

丸山 繁髙 社会教育委員の会

角田 昭一郎 消防団

髙鍋 一正 商工会

大石 義勝 農業委員会

合原 るみ 産業医

第3号委員
その他

飯田 潤一郎 副町長

事務局長 丸山 英明 総務課長

丸山 信夫 政策調整課長

樋口 信吾 建設課長

原野 昌文 法制担当係長

樋口 義明 建築担当係長

鹿田 健 総務課参事

猪口 和博 財政係

野田 比呂 財政係

宮崎 義大 財政係

第1号委員
町議会議員

第2号委員
各種団体代表

事務局次長

広川町庁舎建設委員会委員名簿    

事務局

資料② 


